
第２回 南魚沼市地域公共交通協議会 次第 

 
 
 

   平成３０年８月２７日 午前１５時００分  

南魚沼市役所 ３階  ３０１会議室   

 

 

（１）開会 

    

   

（２）議題 

 １. フリー降車区間の設定について（資料№１） 

 

 ２．その他 

  ・生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）の購入予定車両 

の報告について（資料№２） 

  ・市民バス運行の見直し予定について 

 

 

（３）閉会 
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議  事  録 

件 名 平成30年度第２回 南魚沼市地域公共交通協議会  

日 時 平成30年8月27日（月）15：00～16：20 場 所 南魚沼市役所３階 ３０１会議室 

委  員： 

 

 

 

 

 

 

欠  席： 

 

 

事 務 局： 

・林会長（南魚沼市長）・佐野副会長(長岡技術科学大学)・永井委員（南魚沼地域振興局地域振

興課）・乙川委員（南魚沼警察署）・山口委員（東日本旅客鉄道㈱新潟支社 越後湯沢駅長）・貝

瀬委員（南魚沼市タクシー安全協議会）・焼田委員（国土交通省長岡国道事務所）・我田委員代

理：髙橋専門員（南魚沼地域振興局地域整備部）・南雲委員（南魚沼市建設課）・上村委員（上田

ふるさと協議会）・小幡委員（東地区地域づくり協議会）・大塚委員（五十沢地域センター）・本

多委員（南魚沼市社会福祉協議会）・南雲委員（身体障がい者協会六日町地区代表）・宮田委員

（南魚沼地域商工会連絡協議会） 

・片桐委員（南魚沼市企画政策課）・大谷委員（北越急行㈱）・高橋委員（南越後観光バス㈱） 

・関谷委員（国土交通省北陸信越運輸局新潟運輸支局）・一之谷委員（南越後観光バス㈱労働組

合） 

建設部：大塚部長 

建設部都市計画課：関課長・熊木都市計画係長・戸田 

協 議 内 容 

（１）開会 

事務局（関課長）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長（林市長）： 

 

 

これより平成30年度第２回南魚沼市地域公共交通協議会を開催いたします。 

本日は、お忙しい中ご参集いただきありがとうございます。 

・資料の確認 

・欠席について 

１番 南魚沼市 総務部企画政策課長 片桐委員 

５番 北越急行株式会社 営業企画部長 大谷委員 

６番 南越後観光バス株式会社 管理課長 高橋委員 

11番 国土交通省北陸信越運輸局 新潟運輸支局首席輸送企画専門官 関谷委員 

20番 南越後観光バス株式会社労働組合 執行委員長 一之谷委員 

以上5名の方より欠席の連絡をいただいております。 

・代理出席について 

８番 新潟県南魚沼地域振興局 地域整備部 計画調整長 我田委員の代理で、

計画調整課 高橋英明専門員様が出席されております。 

以上、協議会規約に規定されている過半数以上の出席をいただいておりますので、

本日の協議会の成立を報告いたします。 

 本日の日程ですが、お手元の次第の通り進めさせていただきます。 

開会にあたり、会長である林市長より挨拶いただき、協議会規則に基づき、引き続

き林市長より議事進行をお願いします。 

みなさま改めましてこんにちは。会長の南魚沼市長林でございます。本日はそれぞ

れの組織のみなさまからお集まりいただきましてしてご出席いただきまして大変あ

部 長 課 長 係 長 係 
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（２）議題 

議長（林市長）： 

 

 

 

事務局（熊木係長）： 

議長（林市長）： 

 

上 村 委 員 ： 

 

事務局（熊木係長）： 

 

 

 

 

上 村 委 員 ： 

 

 

事務局（熊木係長）： 

 

 

議長（林市長）： 

佐 野 副 会 長 ： 

 

議長（林市長）： 

 

 

りがとうございます。様々なご意見を頂戴し、協議会としてまた前に進んでいきたい

と考えておりますのでよろしくお願い足します。 

今日の議題は、フリー降車区間の設定ということでございまして、以前より話を進

めていたことですが、具体的になりまして、またそれぞれ関係機関に差し障りなどの

ないように原案を作らせていただきました。皆様のほうから慎重な審議の上で、良い

形で進めていければと思っております。 

また、前回の協議会でお話の出ました部分につきましても説明をさせていただき

たいと思っております。 

今回の議題につきましては、高齢化のなかで様々な思いや要望が大きくなってき

ており、それにできるだけこたえていかなければならないという一貫であると考え

ております。ぜひ皆様の高い見識をもちご審議いただければと思っております。 

皆様には日頃より大変お世話になっておりますことを感謝申し上げ、冒頭の挨拶

とさせていただきます。 

 

それでは早速ですが次第にもとづいて会議を進めていきますのでよろしくお願い

します。 

議案１の市民バスのフリー降車区間の設定について、皆様からご審議いただきた

いと思います。それでは事務局から説明をお願いします。 

（議案１について、資料№１に基づき説明） 

ありがとうございました。それでは、議案１について、ご質問がありましたらお願

いいたします。 

今ほどの説明の中で、降車しかできないということですが、乗車できる場所という

のは今後考える余地はないのでしょうか。 

乗車できる区間の設定につきましても、今回のフリー降車の設定に合わせて、運行

事業者と協議を行ってまいりました。しかし、バスの運行中に車外から手を挙げても

らっても安全にすぐ停まれなかったり、見落として乗せることができない場合も考

えられるということで、このたびの運行事業者との協議の結果フリー乗車を行うと

いう考えはございません。 

今おっしゃられたことはよくわかるのですが、乗られる方は高齢者の方が多く、バ

ス停まで歩いていくことが難儀である人も多くいらっしゃる。急に停まれないとい

うのはよくわかるんですが、今後よく事業者と考えていってほしいと思います。 

いただきましたご意見につきましては、今後事業者との協議の際に伝え、検討して

いきたいと思います。ただ現状では安全面で実現困難との事ですので、ご理解いただ

ければと思います。 

ありがとうございました。ほかにご意見はありますでしょうか。 

今の件に関連して、停留所と停留所の間に1 つか 2 つ、乗る専用の仮のバス停の

ようなものを作るのはいかがでしょうか。 

日頃市民バスについての苦情をふくめたご意見というものを、市民の方からたく

さんいただきまして、安全性の問題で難しいようなご要望も多くございます。今回の

フリー降車の区間というのは、事務局から出た案につきましては、各所からの要望や
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貝 瀬 委 員 ： 

 

 

 

 

 

議長（林市長）： 

 

 

 

議長（林市長）： 

 

佐 野 副 会 長 ： 

 

事務局（熊木係長）： 

 

 

 

 

議長（林市長）： 

事務局（熊木係長）： 

 

 

議長（林市長）： 

貝 瀬 委 員 ： 

 

 

議長（林市長）： 

南 雲 委 員 ： 

 

 

 

 

事務局（熊木係長）： 

安全面からの意見を反映させた中で決定したものです。このたびのフリーで降りる

ことができる制度を作ることで、今までよりどの地点に需要があるか知ることがで

きる大きなポイントとなると思います。漠然とこの地点に乗り場を設けてほしいと

いう要望が今までも多くあったのですが、この制度によって具体的に今現在どの程

度の需要があるかという視点を作ることができると考えております。 

他にご意見はございますでしょうか。 

今日ここへ来る前に、他のタクシー会社、バス会社の方と協議をしてまいりました

ところ、危険なことを行うということに対する補償というのをどうされるのかとい

うことです。一番大事なサービスは事故なく無事に目的地まで運ぶ事です。 

降りる場合は、後方の車に対して停止する際に何かしらのシグナルが出るような

対策はできるのでしょうか。運行している人たちの全部の意見を総合すると、きわめ

て危険に近づいているということであります。 

ここで少し休憩を取らせていただきます。（15:25） 

 

休憩（～15:40） 

 

ここで休憩を閉じ、再開させていただきます。 

何かご意見ありましたらお願いします。 

近場では柏崎市がフリー乗降をしていると聞いていますので、そういったところ

から話を聞くのも良いと思います。 

近隣の状況等も確認し、電光掲示などの安全対策についても事業者と協議してい

きたいと思います。運行事業者からの意見というものも、事前協議では出てこなかっ

た部分も今回の協議会で出てきました事が出てきましたので、開始時期につきまし

ても10月という期限を設定するのではなく、安全に対して事業者と協議が整った段

階で時期についてを決めていきたいと思います。 

告知等もあるが、10月開始という予定を変更することはできるのですか。 

市報への掲載を予定しており、原稿は入稿しましたが取り下げることは可能であ

る見込みです。周知については協議会の承認後という予定でしたので、利用者への周

知はまだ行っておりませんので、変更は可能であると考えます。 

わかりました。その他のご意見はありますでしょうか。 

バス停以外のところで停車するという非常事態の際の安全対策について、ランプ

がつくという対策は協会全体の意見ではなく、私の個人的な考えですが、タクシー会

社、バス会社の全社どこに聞いても非常に危険性が高いと言うと思います。 

他にご意見はありますでしょうか。 

冬場は雪が積もりどうしてもすれ違いができなくなる道が多くなると思います。 

危険であるというのでしたら、例えば冬期間はこの制度をやめるというのも一つ

の考えであると思います。 

もう 1 点、城内コースがフリー降車制度に含まれていないのはどうしてなのでし

ょうか。 

城内コースを運行する南越後観光バス株式会社とも制度について協議を行ってお
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南 雲 委 員 ： 

 

 

 

 

議長（林市長）： 

 

南 雲 委 員 ： 

 

議長（林市長）： 

 

 

 

事務局（関課長）： 

 

 

 

 

 

議長（林市長）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山 口 委 員 ： 

 

 

 

 

議長（林市長）： 

ります。しかし、フリー降車制度を開始するにあたりまして、運転手への教育や、冬

場の堆雪状況を確認してからとしたいということで、今回10月の開始というのはで

きないという話をいただいております。引き続き実施について協議を進めてまいり

ます。 

上原が城内地区の一番の繁華街であり、郵便局ではなくその手前の農協の前で停

めてもらいたいところですが、交通安全から見ても、一番用事のあるところに道を渡

らずに行くことが出来るので、利便性と安全性を兼ねて変更できればありがたいで

す。せっかくの機会ですので、もしも、このコースの変更を検討しているのでしたら

検討していただきたい。 

今回のフリー降車制度の協議内容と直接かかわらない意見ですが、今後のコース

の変更の際に検討するということでよろしいでしょうか。 

今回城内コースにフリー降車区間の設定がなかったので、フリー降車区間を作る

としたらこの区間を設定してもらいたいという意見です。 

ありがとうございました。ほかにご意見はごさいますか。 

ないようでしたら、今ほど貝瀬委員のほうから、事業者の皆さんの声を代弁してい

ただいた発言があったことを受けて、事務局としては今後どのように進めていきた

いという意見はありますか。 

今、ご意見を聞かせていただき、１０月の開始というのはできそうにないという状

況ですので、また今後事業者の皆さんと協議を進めていく中で、私どももほかの地域

のフリー降車区間の状況を調査していきたいと思います。１０月ができないとなる

と次のタイミングとしては来年度の４月ということになると思いますが、なるべく

早期の実現に向けて打合せをさせていただきますので、様々な意見をいただきます

ようよろしくお願いします。 

私個人の意見としては、まだ１０月の実施ができないというのはあきらめないで

欲しい。貝瀬委員の意見の部分がクリアできるとすれば進めていけると思います。と

いうのは、このフリー降車区間の設定は市民が一番求めていることで、実現させなけ

ればならないものであると考えます。 

この協議会としては、提案させていただいた通り、フリー降車区間というのは作っ

ていくべきであるとしてよろしいでしょうか。安全面の問題はまた別として、制度と

してこの方策を認めていただけるでしょうか。そして、また皆さんに集まっていただ

くのは難しいでしょうが、１０月１日に間に合うように事務局のほうで安全性がク

リアできたとしたならば、１０月１日に開始というものも担保させていただいた中

で今後進めさせていただいてよろしいでしょうか。その際には、文書での協議などで

皆さんにお諮りします。 

行政サービスとしての公共交通は安全性が担保できなければ運行できないのはも

ちろんですが、その一方で安定性、お客様にお知らせしたダイヤでお運びするという

ことも重要であり、世界のどこもできていないことを日本の鉄道は当たり前に行っ

ています。一度その形で動き出すとお客様は当たり前に求めてきます。制度が動き出

したらいろいろな声が出てくると思います。 

ありがとうございました。 
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事務局（大塚部長）： 

 

 

 

 

議長（林市長）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 ： 

議長（林市長）： 

 

 

 

 

 

事務局（熊木係長）： 

議長（林市長）： 

 

 

事務局（熊木係長）： 

議長（林市長）： 

 

 

 

貝 瀬 委 員 ： 

先ほど、そもそもの意見を言わせてもらったのは、冒頭に佐野先生がおっしゃられ

ていたような現在のバス停間での需要に合わせたバス停の設定、その間に本来需要

があったのに停留所を作れなかったということもあってフリー区間を設定するとい

うことならフリー降車区間を作るのであれば、だいたいその需要はわかるはずだと

思います。例えば、今回の問題がクリアできるまでは、停留所を中間にもう一つ置く

などの対策も考えられる。そういったことも含めて、事務局でもう一度この制度につ

いて精査いただきたいと思います。 

現在の市民バスの停留所は、それぞれの行政区に１つということを前提として設

定しましたが、行政区によっては、増やして欲しいという声もあります。そういった

部分も見直しながら、併せてフリー降車制度を検討していきます。 

利用者の利便性が高く、利用していただけることが大前提ですので、その点を事業

者とも検討していきます。 

今回の話で、なかなか今日すっきりと決められることではないですが、私がこれか

ら述べる方向で皆様にご了解いただけるかお伺いします。まず１点は、フリー降車区

間という考え方については需要が高く、やっていきたいという方向ですが、段階とし

て、運行するそれぞれの事業者から出ている疑義が解消できた段階ではやらせてい

ただきたいということです。それが１０月１日になるのか、４月１日になるのかにつ

いては、安全性にかかわる事ですので、皆さんがこれで行こうじゃないかという意見

になるまでは、開始時期を決めるのは待とうではないかという提案です。そして、内

容について早急にご検討いただかなければならない場合に、皆さんにお集まりいた

だくのではなく、書面による報告と、協議という形をとらせていただいてよろしいか

というところで、この案件をまとめさせていただきたいと思いますが、この件に関し

て皆様からのご意見はありますでしょうか。 

異議なし 

それでは皆様からご了承いただいたということで、この件につきましては今後慎

重に取り組ませていただきます。 

ありがとうございました。 

続きまして議案２その他の議題に移らせていただきます。前回の協議会での議題

となっていました、生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）の購入

予定車両の報告について、事務局から説明をお願いします。 

（議案２について、資料№２に基づき説明） 

ありがとうございました。この内容につきまして、皆様からご質問等はございます

でしょうか。ないようでしたら、つづいての報告事項、市民バス運行の今後の見直し

予定について事務局から説明をお願いします。 

（議案２について、資料№３に基づき説明） 

ありがとうございました。この内容につきまして、皆様からご質問等はございます

でしょうか。 

以上で用意しました案件につきましては終了しましたが、その他、皆様ないし事務

局より、この際ですので何かご意見等ございませんでしょうか。 

浦佐駅で市民バスに乗られるお客様が、乗継割引の悪用をしているとみられる人
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議長（林市長）： 

 

 

 

 

が多くいます。乗継ですと伝えるだけで無料で乗れるので、本当にほかのバスから乗

りついでいるかわからない状態で、他のお客様からも不公平の声が挙がっています。

証明書を出すなど何とか対策をとる必要があると考えます。これについては今すぐ

答えを出さなくても良いですが、ご検討を願います。 

意見として承って、今後の検討課題とさせていただきます。 

他に皆様からご意見はございませんでしょうか。ないようでしたらこれですべて

の議題を議了しました。本日はご審議いただきましてありがとうございます。以上で

協議会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

（16:20） 


